
を
得
な
い
が
、
そ
の
影
響
へ
の
対
策

は
市
独
自
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
。

Ａ　

総
合
振
興
計
画
に
基
づ
い
た
計

画
を
着
実
に
実
行
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

給
与
支
払
者
に
課
さ
れ
る
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
範
囲
拡
大
と
は
。

Ａ　

雇
用
形
態
の
多
様
化
等
に
対
応

し
、
短
期
間
で
退
職
し
た
場
合
等
で

も
、
30
万
円
を
超
え
る
収
入
が
あ
っ

た
方
の
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を

義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
者

は
約
９
４
０
０
人
、
課
税
額
は
約
１

億
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

Ｑ　

固
定
資
産
税
に
お
け
る
被
災
者

へ
の
優
遇
措
置
創
設
の
背
景
は
。

Ａ　

近
年
の
災
害
や
長
期
避
難
の
状

況
等
か
ら
、
被
災
者
の
住
宅
再
建
期

間
の
確
保
等
を
考
慮
し
て
い
る
。

Ｑ　

避
難
指
示
等
が
出
て
い
な
い
自

主
避
難
の
場
合
、
避
難
に
か
か
る
被

災
住
宅
用
地
と
し
て
固
定
資
産
税
の

軽
減
措
置
は
適
用
さ
れ
な
い
の
か
。

Ａ　

現
状
で
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

税
非
課
税
措
置
廃
止
に
伴
う
経
過
措

置
で
、
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
で

65
歳
に
な
っ
た
方
に
対
す
る
課
税
額

は
。

Ａ　

平
成
19
年
度
で
約
１
７
９
７
万

円
、
平
成
20
年
度
で
約
２
６
９
３
万

円
を
見
込
ん
で
い
る
。

Ｑ　

夫
婦
２
人
世
帯
で
収
入
が
年
金

収
入
２
４
５
万
円
の
み
の
場
合
の
課

税
額
は
。

Ａ　

改
正
後
の
市
県
民
税
額
は
３
万

３
５
０
０
円
に
な
る
。

Ｑ　

市
民
税
非
課
税
世
帯
か
ら
課
税

世
帯
に
な
る
こ
と
で
の
影
響
は
。

Ａ　

介
護
保
険
料
や
国
民
健
康
保
険

の
負
担
額
が
増
額
に
な
る
。

Ｑ　

上
位
法
で
あ
る
地
方
税
法
等
の

改
正
で
、
市
の
条
例
も
改
正
せ
ざ
る

　

（
狭
山
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
）

Ｑ　

65
歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
１
２
５
万
円
以
下
の
場

合
は
、
こ
れ
ま
で
市
民
税
非
課
税
だ

っ
た
が
、
改
正
後
の
課
税
額
は
。

Ａ　

平
成
18
年
度
は
対
象
者
約
１
８

０
０
人
、
課
税
額
約
８
９
７
万
円
を

見
込
ん
で
い
る
。

Ｑ　

高
齢
者
に
税
金
を
負
担
さ
せ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
市
長
の
見
解
は
。

Ａ　

現
在
の
経
済
状
況
等
を
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

Ｑ　

65
歳
以
上
の
方
に
対
す
る
市
民

　
　

（
平
成
16
年
度
狭
山
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
８
号
）
）

Ｑ　

各
基
金
の
現
在
高
と
目
標
額
は
。

Ａ　

現
在
高
は
平
成
16
年
度
末
で
財

政
調
整
基
金
が
約
18
億
４
７
０
０
万

円
、
公
共
施
設
整
備
基
金
が
約
２
４

０
０
万
円
、
教
育
施
設
整
備
基
金
が

約
２
億
２
５
０
０
万
円
、
社
会
福
祉

事
業
基
金
が
約
９
６
０
０
万
円
、
都

市
基
盤
整
備
基
金
が
約
29
億
４
１
０

０
万
円
、
美
術
品
等
取
得
基
金
が
約

１
億
９
０
０
０
万
円
、
み
ど
り
の
基

金
が
約
６
億
５
０
０
万
円
、
文
化
及

び
産
業
功
労
者
等
奨
励
基
金
が
約
６

８
０
０
万
円
、
環
境
保
全
創
造
基
金

が
約
４
５
０
０
万
円
で
あ
る
。

　

目
標
額
は
財
政
調
整
基
金
が
20
億

円
と
し
て
い
た
が
、
近
年
の
財
政
状

況
か
ら
、
そ
の
達
成
は
難
し
く
な
っ

て
い
る
。

Ｑ　

各
基
金
の
募
集
方
法
は
。

Ａ　

み
ど
り
の
基
金
は
募
金
箱
を
置

い
て
募
集
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か

の
基
金
は
募
集
し
て
い
な
い
。

Ｑ　

各
基
金
の
目
標
額
を
明
確
に
し
、

計
画
的
に
積
み
立
て
る
べ
き
で
は
。

Ａ　

現
状
で
は
、
余
剰
財
源
を
で
き

る
だ
け
積
み
立
て
る
よ
う
に
し
て
い

る
。

Ｑ　

民
間
保
育
所
施
設
・
設
備
整
備

事
業
費
予
算
が
平
成
17
年
度
に
繰
り

越
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
整
備
状
況

は
。

Ａ　

間
も
な
く
竣
工
検
査
を
実
施
し
、

平
成
17
年
６
月
開
園
予
定
で
あ
る
。

（２）

　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
う
狭
山
市
税
条
例
の
一
部
改
正
な
ど
、

４
議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た
し
ま
し
た
。



　

こ
の
度
、
私
ど
も
両
名
は
、
５
月
臨

時
会
に
お
い
て
、
議
長
並
び
に
副
議
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
、

効
率
的
な
行
財
政
運
営
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
議
会
の
意
思
決
定
機
関
と
し

て
の
使
命
を
再
認
識
し
、
市
政
発
展
の

た
め
、
一
層
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
様
に
は
、
今
後
と
も
変
わ
ら
ぬ
ご

支
援
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願

い
申
し
上
げ
、
就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

（３）

委 員 会 等 の 構 成

常 任 委 員 会

議 会 運 営 委 員 会 建 設 委 員 会

総 務 経 済 委 員 会 文 教 厚 生 委 員 会

（平成17年7月1日現在）



（４）

特 別 委 員 会

会 派 等 の 構 成

基 地 対 策 特 別 委 員 会 市街地整備促進特別委員会

志政会（10名） 未来フォーラム（4名）

公明党（4名）

日本共産党（4名）

プロジェクト 21（4名）

無所属（1名）



　

Ｑ　

教
育
長
、
消
防
長
を
防
災
会
議

委
員
と
し
て
明
記
し
て
い
る
現
行
の

条
文
を
、
市
職
員
か
ら
市
長
が
任
命

す
る
よ
う
に
改
め
る
理
由
は
。

Ａ　

災
害
発
生
時
に
、
い
ち
早
く
対

応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
で

あ
る
。

Ｑ　

女
性
委
員
は
何
人
い
る
の
か
。

Ａ　

現
時
点
で
は
、
女
性
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。

Ｑ　

女
性
委
員
の
参
加
も
必
要
で
は
。

Ａ　

女
性
の
意
見
を
十
分
踏
ま
え
た

上
で
、
委
員
に
は
会
議
に
臨
ん
で
い

た
だ
く
よ
う
に
す
る
。

Ｑ　

入
間
基
地
関
係
者
を
委
員
に
入

れ
る
べ
き
で
は
。

  

Ｑ　

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
手
数
料

も
改
正
す
る
べ
き
で
は
。

Ａ　

現
在
、
一
人
２
０
０
円
、
二
人

目
以
降
は
一
人
の
閲
覧
に
つ
き
20
円

を
徴
収
し
て
い
る
が
、
今
後
の
状
況

を
見
て
対
応
し
て
い
く
。

Ｑ　

設
置
さ
れ
て
い
る
広
告
旗
が
許

可
申
請
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
確

認
方
法
は
。

Ａ　

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
中
で
確

認
し
て
い
く
。

Ｑ　

広
告
旗
の
許
可
申
請
が
必
要
に

な
っ
た
理
由
は
。

Ａ　

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
が
改

正
さ
れ
、
広
告
旗
が
許
可
対
象
に
な

っ
た
こ
と
に
よ
る
。

Ｑ　

広
告
旗
で
許
可
申
請
が
必
要
な

い
場
合
は
。

Ａ　

自
己
の
営
業
所
等
敷
地
内
に
設

置
さ
れ
、
旗
の
大
き
さ
が
一
定
の
範

囲
内
で
あ
れ
ば
申
請
の
必
要
は
な
い
。

Ａ　

入
間
基
地
か
ら
は
委
員
と
し
て

で
は
な
く
、
補
助
的
な
参
加
な
ら
で

き
る
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

　

Ｑ　

基
本
構
想
等
に
関
す
る
委
託
業

務
の
内
容
は
。

Ａ　

基
本
構
想
の
見
直
し
、
中
期
基

本
計
画
素
案
策
定
等
の
支
援
を
予
定

し
て
い
る
。

Ｑ　

基
本
構
想
見
直
し
等
に
お
け
る

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
役
割
と
選

定
方
法
は
。

Ａ　

専
門
的
な
調
整
、
検
討
や
市
民

会
議
運
営
等
の
支
援
を
お
願
い
し
た

い
。選
定
方
法
は
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル（
企

画
提
案
）
方
式
を
予
定
し
て
い
る
。

Ｑ　

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
の
選
定

基
準
は
。

Ａ　

実
績
の
あ
る
会
社
か
ら
選
定
し

た
い
。

Ｑ　

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
選

定
を
公
開
の
場
で
実
施
し
て
は
。

Ａ　

公
開
の
場
で
の
実
施
は
難
し
い

が
、
選
定
結
果
に
つ
い
て
は
公
開
し

た
い
。

Ａ　

配
偶
者
出
産
に
伴
う
特
別
休
暇

の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
。

Ｑ　

配
偶
者
の
出
産
前
後
、
男
性
職

員
に
対
し
、
育
児
の
た
め
の
特
別
休

暇
を
新
た
に
設
け
る
理
由
は
。

Ａ　

男
性
職
員
の
育
児
参
加
の
た
め

で
あ
る
。

Ｑ　

子
供
の
看
護
の
た
め
の
特
別
休

暇
取
得
状
況
は
。

Ａ　

把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

平
成
16
年
中
、
43
人
で
延
べ
１
２
１

日
、
取
得
者
一
人
当
た
り
平
均
２
・

８
日
と
な
っ
て
い
る
。

Ｑ　

市
内
民
間
企
業
の
育
児
や
看
護

の
た
め
の
休
暇
制
度
の
実
態
は
。

Ａ　

実
態
把
握
は
困
難
で
あ
る
。

　

Ｑ　

条
文
中
の
「
任
命
権
者
」
と
は
。

Ａ　

市
長
、
市
議
会
議
長
、
教
育
長
、

消
防
長
等
の
こ
と
で
あ
る
。

Ｑ　

公
表
に
当
た
っ
て
、
個
人
情
報

の
取
り
扱
い
は
。

Ａ　

個
人
情
報
は
公
表
し
な
い
。

　

Ｑ　

配
偶
者
出
産
時
に
男
性
職
員
が

休
暇
を
取
得
し
や
す
く
な
る
点
は
。

（５）

　

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
22
議
案
（
撤
回
さ
れ
た
１
議
案
除
く
）
の

ほ
か
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
３
議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
い
た

し
ま
し
た
。



　

入
札
落
札
業
者
の
三
井
造
船
株
式

会
社
か
ら
、
橋
梁
工
事
受
注
に
ま
つ

わ
る
独
占
禁
止
法
違
反
容
疑
で
東
京

高
等
検
察
庁
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
た

め
、
平
成
17
年
６
月
20
日
付
け
で
、

契
約
辞
退
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ

っ
た
こ
と
を
受
け
、
市
長
か
ら
議
案

撤
回
請
求
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
承

認
し
た
も
の
で
す
。

　

議
案
審
議
（
平
成
17
年
６
月
９

日
）
及
び
議
案
撤
回
に
対
す
る
質
疑

（
平
成
17
年
６
月
22
日
）
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

Ｑ　

一
般
競
争
入
札
に
際
し
、
参
加

条
件
は
設
け
た
の
か
。

Ａ　

入
札
公
告
の
際
、
複
数
の
参
加

条
件
を
設
け
た
。

Ｑ　

粗
大
ご
み
処
理
施
設
解
体
と
リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
工
場
棟
建
設
な
ど
、

工
程
に
よ
っ
て
分
離
発
注
で
き
な
か

っ
た
の
か
。

Ａ　

工
事
内
容
、
期
間
等
か
ら
分
離

発
注
は
難
し
い
と
の
結
論
に
な
っ
た
。

Ｑ　

入
札
業
者
の
特
色
を
考
慮
し
た

上
で
入
札
を
実
施
し
た
の
か
。

Ａ　

特
色
を
つ
か
ん
だ
上
で
実
施
し

た
。

Ｑ　

落
札
業
者
で
あ
る
三
井
造
船
の

過
去
の
実
績
は
。

Ａ　

愛
知
県
豊
橋
市
、
北
海
道
江
別

市
、
室
蘭
市
な
ど
で
工
事
を
実
施
し

て
い
る
。

Ｑ　

落
札
業
者
の
建
設
施
設
に
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
は
。

Ａ　

問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
情
報
は

入
っ
て
い
な
い
。

Ｑ　

入
札
業
者
は
社
会
通
念
上
、
問

題
な
い
業
者
な
の
か
。

Ａ　

問
題
な
い
と
確
信
し
て
い
る
。

Ｑ　

落
札
業
者
は
、
橋
梁
工
事
を
巡

る
談
合
事
件
で
、
強
制
捜
査
の
対
象

に
な
っ
て
い
な
い
の
か
。

Ａ　

情
報
は
得
て
い
な
い
。

Ｑ　

今
回
の
落
札
率
は
。

Ａ　

94
・
73
％
で
あ
る
。

Ｑ　

新
日
本
製
鉄
が
入
札
辞
退
し
た

理
由
は
。

Ａ　

会
社
の
都
合
に
よ
る
と
の
連
絡

が
入
っ
て
い
る
。

Ｑ　

落
札
業
者
と
の
仮
契
約
期
間
は
。

Ａ　

仮
契
約
締
結
後
、
速
や
か
に
議

会
に
上
程
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Ｑ　

国
の
補
助
金
申
請
期
間
は
。

Ａ　

本
契
約
締
結
後
、
速
や
か
に
着

工
し
、
交
付
決
定
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

Ｑ　

談
合
事
件
の
推
移
を
見
て
か
ら
、

本
契
約
し
て
は
。

Ａ　

本
契
約
す
る
た
め
に
議
案
と
し

て
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
弁
護

士
か
ら
も
法
律
的
に
問
題
な
い
と
の

回
答
を
得
て
い
る
。

Ｑ　

落
札
業
者
の
契
約
辞
退
で
、
再

入
札
の
手
続
き
は

Ａ　

早
急
に
手
続
き
を
す
る
。

Ｑ　

再
入
札
に
か
か
る
費
用
は
。

Ａ　

特
別
な
費
用
は
か
か
ら
な
い
。

Ｑ　

契
約
撤
回
に
よ
る
補
償
の
問
題

は
。

Ａ　

仮
契
約
の
段
階
で
あ
り
、
補
償

の
問
題
は
発
生
し
な
い
。

Ｑ　

再
入
札
執
行
ま
で
に
要
す
る
期

間
は
。

Ａ　

早
急
に
執
行
し
た
い
。

Ｑ　

国
の
補
助
金
申
請
期
間
に
間
に

合
う
の
か
。

Ｑ　

調
整
手
当
支
給
割
合
を
平
成
20

年
度
に
５
％
ま
で
引
き
下
げ
る
た
め

の
経
過
措
置
を
条
例
化
す
る
べ
き
で

は
。

Ａ　

国
の
給
与
制
度
見
直
し
の
状
況

等
を
踏
ま
え
、
経
過
措
置
に
つ
い
て

は
条
例
化
し
な
か
っ
た
。

Ｑ　

調
整
手
当
支
給
割
合
引
き
下
げ

の
経
過
措
置
を
条
例
化
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
市
長
の
考
え
は
。

Ａ　

職
員
組
合
と
の
交
渉
結
果
か
ら
、

　
中　

村　

正　

義

　
　

　

中　

村　

正　

義

　
　

　

奥　

冨　

喜　

康

Ａ　

申
請
期
間
を
考
慮
し
、
早
急
に

再
入
札
を
執
行
し
た
い
。

Ｑ　

三
井
造
船
へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
は
。

Ａ　

指
名
停
止
に
な
る
。

今
回
は
調
整
手
当
支
給
割
合
を
８
％

に
引
き
下
げ
る
こ
と
を
優
先
し
た
。

Ｑ　

職
員
組
合
と
の
交
渉
は
。

Ａ　

計
９
回
の
交
渉
を
重
ね
た
。

（６）



　

政
府
に
お
い
て
は
、
真
の
「
三
位
一
体
の
改
革
」
の
実
現
を
図
る
た
め
、
残
さ

れ
た
課
題
等
に
つ
い
て
、
地
方
六
団
体
の
提
案
を
十
分
踏
ま
え
、
改
革
案
を
実
現

す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

１　

地
方
六
団
体
の
改
革
案
を
踏
ま
え
た
概
ね
３
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
を
確
実

　

に
実
現
す
る
こ
と
。

２　

生
活
保
護
費
負
担
金
及
び
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
等
の
個
別
事
項
の
最
終

　

的
な
取
り
扱
い
は
、
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
に
お
い
て
協
議
・
決
定
す
る

　

と
と
も
に
、
国
庫
負
担
率
の
引
き
下
げ
は
絶
対
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

３　

政
府
の
改
革
案
は
、
地
方
六
団
体
の
改
革
案
の
一
部
し
か
実
現
さ
れ
て
お
ら

　

ず
、
地
方
六
団
体
の
改
革
案
を
優
先
し
て
実
施
す
る
こ
と
。

４　

地
方
六
団
体
の
改
革
案
で
示
し
た
平
成
19
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で
の
第
２
期

　

改
革
案
に
つ
い
て
政
府
の
方
針
を
早
期
に
明
示
す
る
こ
と
。

５　

地
方
交
付
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生

　

じ
な
い
よ
う
、
法
定
率
分
の
引
き
上
げ
を
含
み
地
方
交
付
税
総
額
を
確
実
に
確

　

保
す
る
と
と
も
に
、
財
源
保
障
機
能
、
財
源
調
整
機
能
を
充
実
強
化
す
る
こ
と
。

※
地
方
六
団
体
…
首
長
連
合
組
織
の
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、
全
国
町
村
長

　

会
と
議
長
連
合
組
織
の
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
、
全
国
市
議
会
議
長
会
、

　

全
国
町
村
議
会
議
長
会
の
こ
と
。

（７）

　

　
　
　
　
（
奥
冨
孝
一
氏
）

　

（
入
間
川
、堀
兼
、奥
富
地
区
内
）

　

（
入
間
川
、堀
兼
、奥
富
、狭
山
台
地
区
内
）

　

（
堀
兼
地
区
内
）

　

（
奥
富
地
区
内
）

　

（
奥
富
、柏
原
地
区
内
）

　

（
奥
富
地
区
内
）

　

（
奥
富
地
区
内
）

　

（
水
富
地
区
内
）

　

（
水
富
地
区
内
）

　

（
水
富
地
区
内
）

　

（
水
富
地
区
内
）


